
◎復興庁設置法等の一部を改正する法律 
（令和二年六月一二日法律第四六号）   

一、提案理由（令和二年五月一四日・衆議院東日本大震災復興特別委員会） 

○田中国務大臣 復興庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由

及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、復興・

創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、復興・創生期間後の

復興を支える仕組み、組織及び財源について必要な法律上の手当てを行うものでありま

す。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、復興庁設置法について、復興庁の廃止期限を令和十三年三月三十一日まで延

長することとしております。 

 第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作

成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対

象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係

る特別の措置を廃止することとしております。 

 第三に、福島復興再生特別措置法について、避難指示・解除区域の復興及び再生を推

進するため、新たな住民の移住、定住の促進や交流人口、関係人口の拡大に資する施策

を交付金の対象に追加するほか、農地の利用集積や六次産業化施設の整備を促進するた

めの特例措置を設けることとしております。 

 また、福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積を促進するため、

同構想の推進に係る課税の特例の規定を設けるとともに、公益財団法人福島イノベーシ

ョン・コースト構想推進機構の要請に応じ、国の職員をその身分を保有したまま当該機

構に派遣できることとしております。 

 さらに、風評対策に係る課税の特例の規定を設けることとするほか、現行の政策課題

ごとの三つの法定計画を統合し、福島県が地域の実情を踏まえて福島復興再生計画を作

成し、これを国が認定する制度を設けることとしております。 

 第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に

関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株

式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講

ずることとしております。 

 その他所要の改正を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 東日本大震災からの復興は喫緊の課題であり、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御

賛同あらんことをお願いいたします。 

 以上でございます。 



二、衆議院東日本大震災復興特別委員長報告（令和二年五月二二日） 

○伊藤達也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興特別

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、復興庁の廃止

期限の延長、復興推進計画及び復興整備計画に基づく特例措置の対象となる地域の重点

化、福島県知事による福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定並びに

復興施策に必要な財源を確保するための特別措置に係る期間の延長等の措置を講じよう

とするものであります。 

 本案は、去る十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会

に付託されました。 

 本委員会におきましては、同日田中復興大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日及

び二十一日に質疑を行いました。質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年五月二一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

一 復興・創生期間後の復興事業規模の縮小と新型コロナウイルスの感染拡大による苦

境に係る被災地の現状把握に努めるとともに、地元の要望を踏まえた経済支援策の実

施を検討すること。また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う非常事態措置により

人の交流や移動の自粛が求められていることから、収束後を見据えた観光業等を支援

するための対策を検討すること。 

二 東日本大震災において蓄積されたノウハウを活かし、被災者に対し実施された各種

支援策を新型コロナウイルスにより苦境にある事業者等への支援策に活用することを

検討すること。 

三 復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるよう、更に権限強化を図ると

ともに、これまで蓄積した復興に係るノウハウを関係行政機関と共有し、今後起こり

得る大規模災害に活用していくこと。また、複合災害である東日本大震災の教訓を踏

まえた災害時のデータ収集及び活用の在り方を検討すること。さらに、オンライン等

の活用を含めた防災教育の拡充にも努めること。 

四 岩手、宮城の復興局の位置を政令で定めるに当たっては、被災地方公共団体の意見

を十分に踏まえて決定するとともに、被災地の復興が着実に進展するよう十分に配慮

すること。 

五 「新しい東北」に資する国際リニアコライダー等の国際研究開発プロジェクトが我

が国で実施される場合には、被災地に誘致されるよう関係機関と連携、協力すること。 

六 心のケア等の被災者支援等については、時間の経過とともに被災者の個々の事情に



即したきめ細やかな対応が必要であることから、実情の把握に努め、被災者ひとりひ

とりに寄り添った対応をとること。また、被災者のコミュニティ形成や居場所づくり

を支援するＮＰＯ法人等に対する支援を講ずること。 

七 児童生徒への心のケアは長期にわたることを踏まえ、特別な教員加配、スクールカ

ウンセラー等の配置等の支援策は今後も継続すること。 

八 人口減少に歯止めがかかっていない被災地に対し、移住・定住促進策を検討するこ

と。 

九 住宅再建が遅れている地域における事業の加速化を図るため、建設事業者等への支

援策を検討すること。 

十 土地区画整理事業等による宅地造成後に生じた空き区画等の利用を促進するため、

その解消に向けた必要な措置を講ずること。また、移転跡地の利活用促進に向けた必

要な措置を講ずること。 

十一 政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制

の対象地域については、復興状況や必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意

見にも十分に配慮すること。 

十二 帰還・移住等環境整備交付金については、福島県及び対象市町村がその地域の特

性に即して自主的かつ主体的に事業を実施できるよう十分な予算を確保するとともに、

新しい住民の定着につながる魅力的なまちづくり等に資するよう、柔軟な執行ができ

るようにすること。また、帰還政策に加え、移住政策が推進されるとしても、自主避

難者、県外避難者を含めた避難者の人権を最大限尊重し、最後の一人に至るまで必要

な支援を継続すること。 

十三 避難指示解除区域等の農業については、地元の担い手に加えて、意欲を持った外

部からの参入も含めた農地の利用集積や六次産業化施設の整備を促進し、営農再開の

加速化を図ること。また、福島県知事による農用地利用集積等促進計画の作成に当た

っては、所有者不明農地を含めた一体的な権利設定や農地転用等の特例を十分に活用

できるよう、福島県や対象市町村と連携し、技術的な助言など必要な支援を行うこと。 

十四 福島イノベーション・コースト構想の推進の中核的な機関である公益財団法人福

島イノベーション・コースト構想推進機構の法定化に伴い、産業集積や人材育成等の

取組を更に進めるため、国職員派遣による人的支援や財政的支援、関係省庁による一

層の連携強化など、機構が十分に活動できるよう総合的に支援すること。また、同構

想を進めるに当たっては、地元の企業が参画し、地元の若者の人材育成等に資するよ

う配慮すること。併せて原子力被災十二市町村の事業・生業の再建については、公益

社団法人福島相双復興推進機構を通じて、福島県や市町村等と連携しながら、きめ細

やかな支援を引き続き行うこと。 

十五 あらゆるチャレンジが可能な地域として、福島の浜通り地域等に国内外の研究機

関や大学、企業等を呼び込むため、国際教育研究拠点を推進するとともに、福島ロボ



ットテストフィールド等の拠点を核として、地域全体が研究・実証フィールドとして

活用されるよう、研究開発や実証の促進等に資する規制緩和等を検討すること。 

十六 根強く残る福島の農林水産物等の風評被害払拭のため、生産から流通、消費に至

るまでの総合的な施策を継続的に講ずるとともに、諸外国・地域における輸入規制の

撤廃・緩和に向けた働きかけや海外における風評対策を強化すること。また、被災地

の農林水産物については、必要な措置を検討すること。 

十七 福島の森林・林業の再生に向けた「ふくしま森林再生事業」等については、復

興・創生期間後も支援を継続し、事業を実施するための予算を十分に確保するととも

に、現行の対象地域での推進を図ること。 

十八 福島イノベーション・コースト構想の推進に資する事業を実施する事業者や風評

被害に対処するための事業活動を実施する事業者に対する税制措置については、より

多くの事業者が課税の特例を受けられるよう配慮すること。 

十九 福島県知事が作成する福島復興再生計画の認定に当たっては、福島県及び市町村

が地域の実情を踏まえて、自主的かつ主体的に事業を実施することを旨として認定さ

れるものとすること。また、福島復興再生計画に掲げる取組を確実に実施できるよう

十分な予算を確保すること。 

二十 福島復興再生基本方針を変更するに当たっては、地元の意見を丁寧に聴き、これ

に寄り添った対応をとること。 

二十一 東京電力福島第一原子力発電所で増え続ける、いわゆるＡＬＰＳ処理水の処分

方法については、更なる議論を尽くし地元をはじめとする国民の理解を得た上で慎重

かつ丁寧に決定すること。 

二十二 原子力災害が長期に及ぶことを踏まえ、復興・創生期間後においても切れ目な

く、安心感を持って復興に専念できるよう、長期的かつ十分な財源を確保すること。

また、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多様なニーズをきめ細かく

把握し、福島の復興・再生が実現するまで国が前面に立って、被災地に寄り添いなが

ら最後まで責任を果たすこと。 

二十三 日本郵政株式会社の株式の売却収入は、貴重な復興財源であることから、株式

の売却に当たっては、売却収入が少しでも多く得られるよう株式市況を見極めて売却

時期を慎重に判断すること。 

二十四 復興・創生期間後五年間における復興事業の財源については、復興特別所得税

の上振れ分を見込むこととしているが、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済

活動の停滞、景気の後退に伴う税収の減収も懸念されることから、復興事業が滞るこ

とのないよう必要な財源を確保すること。 

二十五 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定へ繰入れ

を行う場合は、その使途を真に福島の復興再生に資する事業に限定し、透明性を確保

するとともに、将来的にエネルギー需給勘定へ確実に繰戻しを行うこと。 



三、参議院東日本大震災復興特別委員長報告（令和二年六月五日） 

○青木愛君 ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興特別委

員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を重

点的かつ効果的に推進するため、復興庁の廃止期限の延長、復興推進計画等に基づく特

例措置の対象となる地域の重点化、福島県による福島復興再生計画の作成及び国の認定、

復興に係る必要な財源に関する所要の措置等を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、復興・創生期間後の復興庁の体制、復興事業及び財源確保の

在り方、水産業、農業、観光等の事業復興支援、災害公営住宅家賃低廉化の継続、心の

ケアと健康調査、福島第一原発に係る廃炉及び処理水、汚染土壌の処理、帰還困難区域

の避難指示解除の方針、東北の科学イノベーション創出等、多岐にわたる質疑が行われ

ました。その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙委員より反対の旨

の意見が述べられました。 

 討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し二十六項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年六月三日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 復興庁の設置期間を十年間延長するに当たり、これまでに実施された復興施策の総

括を行い、今後の課題等を踏まえ、復興・創生期間後の各分野における取組、復興を

支える仕組み及び組織について、被災地のニーズに基づき構築することにより、一日

も早い復興を目指して取り組むこと。 

二 復興・創生期間後の復興事業の進捗状況を踏まえ、五年目に当たる令和七年度に組

織の在り方を検討することとなるが、被災地の実情により中長期的な対応が求められ

る事業については、五年を超えて事業支援を継続すること。 

三 復興・創生期間後においても切れ目なく、安心感を持って復興に専念できるよう、

十分な財源を確保すること。復興事業の財源については、復興特別所得税の上振れ分

を見込むこととしているが、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動の停滞、

景気の後退に伴う税収の減収も懸念されることから、復興事業が滞ることのないよう

必要な財源を確保すること。 

四 新型コロナウイルス感染症の拡大による被災地への影響の現状把握に努めるととも

に、地元の要望を踏まえた経済支援策を実施し、復興事業が遅れることのないよう努

めること。また、外出や移動の自粛により観光業等への影響が甚大であることから、

収束後を見据えた支援策を検討すること。 



五 復興庁が復興の司令塔として被災地のニーズにワンストップで対応できるよう、体

制強化に努めること。これまで蓄積した復興に係るノウハウを関係行政機関と共有す

るとともに、復興の記録の収集・整理・保存等の取組を通じ、今後起こり得る大規模

災害に活用していくこと。さらに、オンライン等の活用を含めた防災教育の拡充にも

努めること。 

六 岩手、宮城の復興局の位置を政令で定めるに当たっては、被災地方公共団体の意見

を十分に踏まえて決定するとともに、被災地の復興が着実に進展するよう十分に配慮

すること。 

七 心のケア等の被災者支援等については、時間の経過とともに生活環境の変化や経済

問題等、今後の生活への不安に伴う相談が増え、専門的な対応がさらに求められてい

ることから、実情の把握に努め、中長期にわたる継続した対策を講ずること。また、

被災者のコミュニティ形成や居場所づくりを支援するＮＰＯ法人等に対する支援を講

ずること。児童生徒への心のケアは長期にわたることを踏まえ、特別な教員加配、ス

クールカウンセラー等の配置等の支援策を今後も継続すること。 

八 人口減少に歯止めがかかっていない被災地に対し、移住・定住促進策の一層の展開

を図ること。 

九 土地区画整理事業等による宅地造成後に生じた空き区画等の利用を促進するため、

その解消に向けた必要な措置を講ずること。また、移転跡地の利活用促進に向けた必

要な措置を講ずること。 

十 政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制の

対象地域については、復興状況や必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意見

にも十分に配慮すること。 

十一 帰還困難区域の特定復興再生拠点区域について、計画期間内での避難指示解除を

確実に実現すべく、国の責任の下で除染、廃棄物の処理等を実施し、それぞれの地域

の実情に応じた整備に取り組むこと。また、特定復興再生拠点区域外における避難指

示解除のための具体的な方針を示し、将来的に全ての帰還困難区域における避難指示

を解除できるよう取り組むこと。 

十二 帰還・移住等環境整備交付金については、福島県及び対象市町村がその地域の特

性に即して自主的かつ主体的に事業を実施できるよう十分な予算を確保するとともに、

新しい住民の定着につながる魅力的なまちづくり等に資するよう、柔軟な執行に努め

ること。また、帰還政策に加え、移住政策が推進されるとしても、自主避難者、県外

避難者を含めた避難者の人権を最大限尊重し、最後の一人に至るまで必要な支援を継

続すること。 

十三 避難指示解除区域等の農業については、地元の担い手に加えて、意欲を持った外

部からの参入を進めるとともに農地の利用集積や六次産業化施設の整備を促進し、営

農再開の加速化を図ること。また、福島県知事による農用地利用集積等促進計画の作



成に当たっては、所有者不明農地を含めた一体的な権利設定や農地転用等の特例を十

分に活用できるよう、福島県や対象市町村と連携し、技術的な助言など必要な支援を

行うこと。 

十四 福島イノベーション・コースト構想の推進の中核的な機関である公益財団法人福

島イノベーション・コースト構想推進機構の法定化に伴い、産業集積や人材育成等の

取組を更に進めるため、国職員派遣による人的支援や財政的支援、関係省庁による一

層の連携強化など、機構が十分に活動できるよう総合的に支援すること。また、同構

想を進めるに当たっては、地元の企業の参画と地元の若者の人材育成等に資するよう

配慮すること。併せて原子力被災十二市町村の事業・生業の再建については、公益社

団法人福島相双復興推進機構を通じて、福島県や市町村等と連携しながら、きめ細や

かな支援を引き続き行うこと。 

十五 あらゆるチャレンジが可能な地域として、福島の浜通り地域等に国内外の研究機

関や大学、企業等を呼び込むため、国際教育研究拠点を推進するとともに、福島ロボ

ットテストフィールド等の拠点を核として、地域全体が研究・実証フィールドとして

活用されるよう、研究開発や実証の促進等に資する規制緩和等を検討すること。 

十六 根強く残る福島の農林水産物等の風評被害払拭のため、生産から流通、消費に至

るまでの総合的な施策を継続的に講ずるとともに、諸外国・地域における輸入規制の

撤廃・緩和に向けた働きかけや海外における風評対策を強化すること。 

十七 福島イノベーション・コースト構想の推進に資する事業を実施する事業者や風評

被害に対処するための事業活動を実施する事業者に対する税制措置については、より

多くの事業者が課税の特例を受けられるよう配慮すること。 

十八 福島の森林・林業の再生に向けた「ふくしま森林再生事業」等については、復

興・創生期間後も支援を継続し、事業を実施するための予算を十分に確保するととも

に、現行の対象地域での推進を図ること。 

十九 福島県知事が作成する福島復興再生計画の認定に当たっては、福島県及び市町村

が地域の実情を踏まえて、自主的かつ主体的に事業を実施することを旨として認定さ

れるものとすること。また、福島復興再生計画に掲げる取組を確実に実施できるよう

十分な予算を確保すること。 

二十 福島復興再生基本方針を変更するに当たっては、地元の意見を丁寧に聴き、これ

に寄り添った対応をとること。 

二十一 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けて、使用済燃料及び燃料デブリの

取出し作業に際して、周辺環境に影響を与えることのないよう東京電力に対する指

導・監督を徹底するとともに、今後の廃炉作業を担う人材の育成・確保、雇用の適正

化、作業環境の改善等について東京電力と国が一体となって取り組むこと。また、使

用済燃料及び燃料デブリを含む放射性廃棄物について、国の責任の下で、適切に処分

が行われるよう議論を進めること。 



二十二 令和二年度の中間貯蔵施設事業の方針に沿って除去土壌等の中間貯蔵施設への

搬入を計画的に進めるとともに、中間貯蔵開始後三十年以内の福島県外での最終処分

の完了が確実になされるよう、国が責任を持って取り組むこと。 

二十三 東京電力福島第一原子力発電所で増え続ける、いわゆるＡＬＰＳ処理水の処分

方法については、更なる議論を尽くし地元をはじめとする国民の理解を得た上で慎重

かつ丁寧に決定すること。 

二十四 日本郵政株式会社の株式の売却収入は、貴重な復興財源であることから、株式

の売却に当たっては、売却収入が少しでも多く得られるよう株式市況を見極めて売却

時期を慎重に判断すること。 

二十五 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定へ繰入れ

を行う場合は、その使途を真に福島の復興・再生に資する事業に限定し、透明性を確

保するとともに、将来的にエネルギー需給勘定へ確実に繰戻しを行うこと。 

二十六 国際リニアコライダー計画は東北が世界的候補地になっていることから、その

推進は福島イノベーション・コースト構想と並んで東北をフィールドとした科学イノ

ベーションの創出による「新しい東北」に資するものであり、国内誘致に向け関係機

関と検討を進めること。 

  右決議する。 

 


